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トピックス：国務院 戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する決定を公表 
 

国務院は 18 日、政府のウェブサイトに『戦略的新興産業の育成･発展の加速に関する国務院の決定』(以下

「決定」)を発表し、今後の産業政策として、省エネ･環境保全、次世代情報技術、バイオ、高性能設備製造、

新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車の 7業種を戦略的新興産業として重点的に推進していく方針を打

ち出しました。以下、その内容を取り纏め、説明します。 

 

1. 概要 

1) 政策意義 

「決定」では、戦略的新興産業を将来の経済･社会発展を牽引する中国の重要な原動力と位置づけ、その推

進は、世界主要各国にとっても、新たな経済と科学技術の発展に向けた重大戦略となっていると指摘している。 

中国政府は、戦略的新興産業の育成を「小康社会」「持続可能な経済成長」を実現するための必須事項と位

置づけ、これらの産業育成を通じて、新たな経済成長メカニズムを形成し、就業機会を増やし、国民の物質的

ニーズを満たし、省エネ・環境保護社会の建設を促進しようとしている。同時に、戦略的振興産業の発展加速

により、産業構造の高度化と発展方式の転換を加速し、さらには国際競争力の強化を図ろうとしている。 

 

2) 具体的目標と重点分野 

①具体的な目標 

・2015年までに、戦略的新興産業の国内総生産(GDP)に占める割合を現在の2％から8％へ引き上げる。 

− 2020年には対GDP比率を15％まで高め、就業機会の大幅な拡大を図る。さらに、国際的に影響力のあ

る大企業とイノベーション力のある中小企業を形成し、産業チェーンを完成し、特色のある戦略的新

興産業クラスターの建設を目指す。 

・2030 年までに、戦略的新興産業の全体的なイノベーション力と産業発展レベルを世界最先端レベルまで引 

き上げ、戦略的新興産業を経済･社会の持続可能な発展における牽引役とすることを目指す。 

 

②重点分野 

「決定」では、7業種 64 分野を戦略的新興産業として明確化し、これらの産業を発展させるための政策支

援措置を示した。そのポイントは次ページの表の通り。 

 





 

                            
 

 

 
3) 技術競争力向上の施策 

自主開発能力の向上を新興産業育成の核心と位置づけ、企業が主体となり、市場を重

究機関と一体となって推進していくことを強調した。うち、新興産業を支えるバイオ、

採掘など核心技術の発展、企業の研究部門と大学や研究機関への財政及び税制と政策面

財産権の保護、重要技術の実用化への支援などの分野を中心に強化していく。 

4) 市場育成 

市場体制についても、同「決定」では、新薬、新エネルギー、資源製品の価格形成メ

する税制度を構築し、グリーン消費、循環消費など新たな消費モデルを開発し、消費の

新エネルギー自動車については普及と関連インフラ整備の強化を図る。 

さらには、戦略的新興産業育成に有利な業界基準と重要製品の技術標準体系を構築す

5）国際協力 

①国際科学技術協力と交流の推進 

外資による中国での研究機関の設立を奨励するほか、国家科学研究プロジェクトにつ

件を満たせば、外資企業と地場企業による共同申請も認可する。一方、地場企業による

グの R&D 活動を積極的に後押しし、海外での研究機関設立、海外での特許申請を支援

格についてはその決定プロセスへの、地場企業と研究機関による積極的な参加を奨励す

資企業による中国技術モデル応用プロジェクトへの参入を奨励し、外資の力も合わせ、

を形成していく。 

②国際投資・融資協力のレベル向上 

外資投資産業指導目録の改正を視野に入れ、外資系ベンチャー企業の進出、外資によ

業への参入も奨励する。一方、地場企業による海外での株式･債券発行など、多様な資

する。関連企業の海外投資における自主権を拡大させ、海外投資の審査プロセスを改正

進出に関する支援をさらに強化していく。国別の産業投資指導目録を策定し、企業の海

指導を行なっていく。 

③地場企業のグローバル経営の支援 

輸出金融･保険に関る政策を改善し対外援助と合わせて、戦略的新興産業分野の重要

スによる世界市場の開拓、自国知的財産権の海外での応用などを積極的に支援する。ま

での商標登録や海外の M&A を支援することにより、自主ブランドの国際化を促進してい

6) 関連支援策 

財政面では、戦略的新興産業成長ファンドの設立、中央財政投入の強化、重要技術の

どの分野で支援が行われる。政策面では、戦略的新興産業に対する税収奨励体制の構築

業に対する銀行の融資支援、関連企業の上場支援、ベンチャーキャピタル設立、民間投

加施策を今後進めていく。 

 

2. コメント 

国家の長期戦略の大枠として新興産業の目標や方向性を明確に示したのはこれが初め

産業は今後、経済の発展方式を転換する為の重要手段として、従来から抱えている産業

重要産業の技術輸入依存度の高さ、自主革新の弱さなどの問題を解決する切り口となる

ている。 

今回の決定には、外資企業の研究機関設立や、外国投資家による 7 業種への投資を

まれている。外資企業の優遇が撤廃されている中、新興産業における優遇策が今後実施

にとっては新たな商機が生まれることになる。 

今後の見通しについて、地場証券会社の日信証券は、過去 7 年間で、鋼鉄、非鉄金

ネルギーに代表される重工業部門が年間 17％～18％増のペースで急成長し、工業部門

い分野となったことから、新興産業が政府の有力な支援を受け、今回の目標を達成すれ

産業の 11～15 年の年間成長率は 22.5％に達する公算が大きいと予測している。とりわ

が浸透しやすい原子力発電、新エネルギー自動車、省エネ設備生産などの関連企業は今

に入るとみられる。 

但し、新興産業の成長実現には、従来のような政府主導の方法では限界があり、企業

性を発揮させる市場メカニズムをいかに構築するかが重要な課題となる。 
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【経済】 

9 月の主要経済指標：国家統計局の 21 日の発表によると、1-9 月の GDP

は、前年同期比+10.6%の 26 兆 8,660 億元となった。四半期ごとの推移で

は、第 3 四半期の伸び率は+9.6%で、第 1 四半期 11.9%、第 2 四半期 10.3%

と、減速傾向が続いているものの、高い成長率を維持している。同局は、

国民経済は引続き政府の予想した方向に向かっており、回復基調が一層

堅固なものになったとの見方を示した。1-9 月の固定資産投資は前年同期

比+24.5%と引続き高水準で推移しており、特に、不動産関連投資は同

+36.4%と高い伸びを示した。9 月の工業生産と社会消費財小売総額は、前

年同月比で+13.3%、+18.8%と、いずれも前月並みの水準で安定している。9

月の消費者物価指数（CPI）は、食品と住居の価格上昇を受け、前年同月

比+3.6%となり、上昇幅は8月の+3.5%より更に拡大した。一方、1-9月のCPI

は+2.9%となっており、今後のインフレ抑制管理が順調に続けば、通年目標

の 3%に抑えることは可能だとしている。 

◆5 中全会 第 12 次 5 ヵ年規画の骨子が明らかに：中国共産党第 17 期中央委員会第 5 回全体

日に開催され、「第 12 次 5 ヵ年規画の制定に関する建議書」が採択された。閉会後発表されたコミ

規画（2011～2015 年）の主要発展目標として、経済の安定的且つやや速い成長、経済構造の戦略

収入増加、経済発展方式の転換促進等が挙げられた。目標達成のため、経済面では、内需拡大戦

ールの強化、消費･投資・輸出によるバランスのとれた経済成長、との方針を打ち出し、国民生活

め、「人民内部の矛盾」を適切に処理すること等の指針を示した。また、対外開放については、対外

利用レベルの引き上げ、「走出去」（海外進出）戦略の加速を挙げ、グローバル経済における協力と

を作り出すとしている。なお、人事面では習近平氏が中央軍事委副主席に就任することが決まった

【貿易･投資】 

◆都市維持建設税と教育費付加 12 月より内・外資に対する課税一本化：中国国務院は 21 日、「

市維持建設税と教育費付加制度を統一することについての通知」（国発〔2010〕35 号）を発表。12 月

持建設税と教育費付加は、納税すべき増値税、消費税、営業税の合計額に、規定の税率（※）を乗

来、中資企業と中国人のみが課税対象となっていたが、12 月以降、外資企業、外国企業、外国籍個

った。本通知は、内外資企業の租税制度統一の一環で、外資企業に対する優遇政策を撤廃するこ

力を高め、平等な投資環境と税収制度を目指すほか、今後、都市・農村部における建設事業、教育

する為の資金源の確保も目的としている。これにより、今後、外資企業は、中国国内で発生する増

し最大で 10%を乗じた額の追加納税となり、また、サービス貿易の対外送金時の外国企業に対する

いても、新たに、都市維持建設税と教育費付加が課されるなど、外資企業、外国企業の税負担が

る。 
※：都市維持建設税：所在地によって異なり、市・区 7%、県・鎮 5%、その他の地区１%。 教育費付加：一律 3%。

 
 

 

 

WEEKLY DIGEST 

人 民 元 の 動 き 

RMB レビュー＆アウトルック
先週の人民元相場は 6.6505 で寄り付き後、週初は 6.64 台を中心とした値動きとなった。その後

12 月以来 2 年 10 ヶ月ぶりとなる預金と貸出の両基準金利の引き上げを発表し、人民元上昇への
日の対米ドル基準値が大幅な人民元安水準に設定され、その後も概ね 6.65 台～6.66 台で軟調な
利の引き上げに伴うホットマネーの流入をけん制するかの値動きが続いた。今回の利上げは、イン
景とみられるが、週末の G20 を意識した面も多少はあったのではないか。無論、基準金利引き上げ
者物価指数の伸び率が上回っているという実質マイナス金利の状況は解決されておらず、追加の引
もっとも今後、利上げ観測による投機資金の流入加速によって人民元高圧力がさらに強まる可能性
上げ後の人民元相場を見る限り、人民元の上昇ペースはやや鈍化している。人民元高による国内
透明要因がある中での、今回の基準金利引き上げでもあり、当面は効果や影響を見極めるまでや
る可能性があるだろう。（10 月 25 日作成）                 （市場営業部 為替営業推進

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては
さいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行はその
せん。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。また、当資料は著作物であり、著作権法により保護
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